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九
世
紀
飛
騨
に
お
け
る
神
階
昇
叙
の
背
景 

 
 
 
 
―

「
気
多
若
宮
神
」
の
初
見
を
め
ぐ
っ
て ―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

早
川 

万
年 

は
じ
め
に 

 

『
延
喜
式
』
巻
十
（
神
名
・
下
）
飛
騨
国
条
に
は
、
大
野
郡
三
座
・
荒
城
郡
五 

座
の
神
社
が
掲
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
式
内
社
で
あ
っ
て
、『
延
喜
式
』
撰 

上
時
（
延
長
五
年
（
九
二
七
）
奏
進
、
康
保
四
年
（
九
六
七
）
施
行
）
に
、
神
祇 

官
に
お
い
て
奉
幣
の
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
神
社
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ 

う
に
、
式
に
掲
載
さ
れ
な
い
も
の
の
、
神
階
昇
叙
な
ど
に
よ
っ
て
、
六
国
史
（
多 

く
は
『
三
代
実
録
』）
に
見
ら
れ
る
神
社
が
あ
る
。 

飛
騨
国
の
気
多
若
宮
神
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。 

・
史
料
A 

『
三
代
実
録
』
清
和
天
皇
貞
観
十
五
年
八
月
四
日
丙
申
条
「
飛
騨
国

正
六
位
上
気
多
若
宮
神
従
五
位
下
」（
飛
騨
国
の
正
六
位
上
、
気
多
若
宮
神
に
従

五
位
下
を[

授
く]

） 

こ
こ
で
は
、
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
八
月
に
、
気
多
若
宮
神
は
正
六
位
上
か 

ら
従
五
位
下
に
昇
叙
さ
れ
た
と
す
る
。 

貞
観
十
五
年
は
『
延
喜
式
』
が
撰
上
さ
れ
る
五
十
年
以
上
前
で
あ
り
な
が
ら
、

『
延
喜
式
』
巻
九
・
十
「
神
名
上
下
」（
神
名
帳
、
以
下
「
神
名
式
」
と
す
る
）
に 

見
ら
れ
な
い
、
つ
ま
り
気
多
若
宮
神
は
「
式
外
社
」（「
国
史
現
在
社
」）
の
一
つ
と 

い
う
こ
と
に
な
る
（
１
）。 

神
名
の
「
気
多
」
は
能
登
国
羽
咋
郡
の
気
多
神
社
（「
神
名
式
」
の
名
神
・
大
） 

と
共
通
し
、
同
じ
く
「
神
名
式
」
に
は
、
越
中
国
射
水
郡
に
気
多
神
社
（
名
神
・ 

大
）、
越
後
国
頚
城
郡
に
居
多
（
ケ
タ
か
）
神
社
も
見
ら
れ
る
。「
ケ
タ
」
の
地
名

は
、『
和
名
抄
』
の
郡
郷
名
か
ら
だ
け
で
も
、
但
馬
国
気
多
郡
・
因
幡
国
気
多
郡
・

遠
江
国
山
香
郡
気
多
郷
が
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
す
べ
て
に
何
ら
か
の
関
連
が

あ
る
と
は
即
断
で
き
な
い
が
、
飛
騨
の
気
多
若
宮
と
能
登
・
越
中
の
気
多
神
社
と

は
、
地
域
的
な
近
さ
も
含
め
直
接
の
関
わ
り
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
飛
騨
の
気
多

若
宮
は
「
若
宮
」
の
初
見
と
も
さ
れ
る
（
２
）。
こ
の
よ
う
に
興
味
深
い
神
社
で
あ

り
な
が
ら
、
他
の
多
く
の
神
社
と
同
様
、
古
代
の
史
料
上
の
所
見
は
き
わ
め
て
乏

し
い
。 

本
稿
で
は
、
古
代
の
気
多
若
宮
神
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
二
点
の
記

載
に
注
目
し
た
い
。 

・
史
料
B 

『
先
代
旧
事
本
紀
』（
国
造
本
紀
）「
羽
咋
国
造
、
泊
瀬
朝
倉
朝
御

世
、
三
尾
君
祖
石
撞
別
命
児
石
城
別
王
、
定
賜
国
造
」（
羽
咋
国
造
、
泊
瀬
朝
倉

朝
御
世
（
雄
略
天
皇
）、
三
尾
君
の
祖
、
石
撞
別
命
の
児
、
石
城
別
王
を
国
造
に

定
め
賜
い
き
） 

・
史
料
C 

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
（
八
三
六
）
四
月
条
「
飛
騨
国
人
散
位

三
尾
臣
永
主
、
右
京
史
生
同
姓
息
長
等
賜
姓
笠
朝
臣
、
貫
附
右
京
五
条
二
坊
、

永
主
、
稚
武
彦
命
之
後
也
」（
飛
騨
の
国
の
人
、
散
位
、
三
尾
臣
永
主
・
右
京
史

生
、
同
姓
息
長
等
に
姓
笠
朝
臣
を
賜
い
、
右
京
五
条
二
坊
に
貫
附
す
、
永
主
は

稚
武
彦
命
の
後
な
り
） 

  

B
の
史
料
に
は
、
三
尾
氏
の
祖
が
、
気
多
神
社
所
在
地
で
あ
る
能
登
国
の
羽
咋

国
造
で
あ
る
と
し
、
C
の
史
料
に
お
い
て
は
、
そ
の
三
尾
氏
の
有
力
者
と
思
わ
れ

る
人
物
（
稚
武
彦
の
後
裔
）
が
飛
騨
国
に
本
貫
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。 

 

記
載
の
時
期
、
あ
る
い
は
史
籍
の
成
立
時
期
の
違
い
を
度
外
視
す
れ
ば
、
能
登

国
羽
咋
郡
の
気
多
神
社
所
在
地
と
飛
騨
国
と
は
三
尾
氏
の
存
在
を
介
し
て
結
び
つ
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く
。 

 
そ
こ
で
本
稿
は
、
式
外
社
（
国
史
現
在
社
）
と
し
て
の
気
多
若
宮
神
、
能
登
国

の
気
多
神
社
と
の
関
係
、
そ
し
て
三
尾
氏
の
存
在
に
注
目
し
て
、
九
世
紀
飛
騨
の

政
治
社
会
の
一
端
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

一
、
古
代
飛
騨
国
の
官
社
と
式
外
社 

  

飛
騨
国
の
式
内
社
と
式
外
社
に
つ
い
て
ま
ず
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。 

『
延
喜
式
』
巻
十
「
神
名
式
下
」
４
飛
騨
国
条
の
神
社
を
掲
げ
る
と
、 

 

大
野
郡 

 

水
無
神
社 

槻
本
神
社 
荏
名
神
社 

 

荒
城
郡 

 

大
津
神
社 

荒
城
神
社 

高
田
神
社 

阿
多
由
太
神
社 

栗
原
神 

 
 

 
 
 
 
 
 

社 

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
社
は
中
央
の
神
祇
官
に
よ
っ
て
祈
年
祭
の
幣
帛
を
受
け
る

神
社
と
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
官
社
で
あ
る
（
３
）。
た
だ
し
こ
の
神
社
が
当
時

の
神
社
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
多
く
の
神
社
が

存
在
し
て
い
た
事
実
は
、
例
え
ば
『
出
雲
国
風
土
記
』
各
郡
に
列
挙
さ
れ
る
神
社

に
「
在
神
祇
官
」「
不
在
神
祇
官
」
の
区
別
が
あ
り
、
神
祇
官
に
登
録
記
帳
さ
れ
て

い
る
神
社
と
そ
う
で
な
い
神
社
を
並
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
ま

た
、
神
社
を
何
ら
か
の
施
設
（
社
殿
）
を
有
す
る
場
所
と
の
み
考
え
る
必
要
も
な

く
、
む
し
ろ
集
落
構
成
員
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
あ
く
ま
で
祭
祀
そ
の
も
の
で
あ

っ
て
、
も
と
も
と
、
建
物
等
は
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
後
次
的
な
も

の
で
あ
る
。 

 

飛
騨
の
い
わ
ゆ
る
式
外
社
は
、
気
多
若
宮
の
ほ
か
、『
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八

六
七
）
十
月
四
日
条
に
、
大
歳
神
・
走
淵
神
・
四
天
王
神
・
遊
幡
石
神
・
度
瀬
神
・

道
後
神
が
見
え
、
同
じ
く
貞
観
十
七
年
十
二
月
五
日
条
に
は
木
母
国
津
神
・
剣
緒
神

が
見
ら
れ
る
。
気
多
若
宮
神
は
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
十
月
九
日
に
は
従
五
位
上

に
昇
叙
さ
れ
、
同
じ
日
に
賀
茂
若
宮
神
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
い
る
（
い
ず
れ

も
『
三
代
実
録
』）。
こ
れ
ら
の
式
外
社
が
式
内
社
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ

っ
た
か
と
い
う
点
が
ま
ず
問
題
と
な
る
が
、
一
概
に
由
緒
や
神
の
知
名
度
な
ど
に
お

い
て
式
内
社
の
方
が
優
先
す
る
と
言
い
得
る
も
の
で
は
な
い
。
式
外
社
の
「
成
立
」

が
式
内
社
よ
り
遅
れ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。 

 

た
だ
、
飛
騨
の
場
合
、
式
内
社
が
八
座
で
あ
る
の
に
対
し
式
外
社
は
十
神
に
の
ぼ

る
。
こ
の
点
、
美
濃
国
の
式
内
社
が
三
九
座
で
あ
る
の
に
対
し
式
外
社
が
五
社
、
近

江
国
が
式
内
社
一
五
五
座
で
あ
る
の
に
対
し
式
外
社
二
一
社
、
信
濃
国
が
式
内
社
四

八
座
に
対
し
式
外
社
一
八
社
、
越
前
国
式
内
社
一
二
六
座
に
対
し
式
外
社
五
社
、
越

中
国
式
内
社
が
三
四
座
に
対
し
八
社
、
能
登
国
四
三
座
に
対
し
一
社
、
加
賀
国
四
二

座
に
対
し
五
社
で
あ
る
の
と
比
べ
る
と
、
や
や
異
な
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。 

も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
式
内
社
の
国
別
の
数
が
、
例
え
ば
陸
奥
国
が
一
〇
〇
座
で

あ
る
の
に
対
し
出
羽
国
が
九
座
に
過
ぎ
ず
、
山
陽
道
安
芸
国
が
わ
ず
か
に
三
座
、
長

門
国
も
五
座
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
ご
と
に
数
の
偏
り
が
大
き
く
、
全
国
的
に
一
律

の
基
準
で
官
社
化
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
甚
だ
疑
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
式
外
社

の
数
だ
け
に
着
目
し
て
、
飛
騨
の
非
官
社
に
は
積
極
的
に
位
階
が
授
与
さ
れ
る
傾
向

に
あ
っ
た
と
言
い
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
官
社
（
式
内
社
）
以
上
の

数
の
神
に
位
階
が
授
与
さ
れ
て
い
る
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
式

外
社
に
は
四
天
王
神
と
い
う
、
明
ら
か
に
仏
教
の
色
彩
を
帯
び
た
神
名
が
掲
げ
ら
れ
、

ま
た
、
気
多
と
な
ら
ん
で
賀
茂
の
若
宮
も
見
ら
れ
る
点
に
注
目
し
た
い
。 

 
こ
れ
ら
式
内
式
外
の
諸
社
の
地
域
的
分
布
の
問
題
は
興
味
深
い
が
、
式
内
社
に

し
て
も
、
現
在
の
該
当
社
（
比
定
社
）
が
古
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
地
に
社
殿

を
有
し
た
か
ど
う
か
は
確
た
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
現
今
の
神
社
名
が
平
安

時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
『
式
内
社
調
査
報
告
』
飛
騨
国
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の
項
に
は
、
式
内
社
の
比
定
地
に
か
ね
て
か
ら
諸
説
あ
っ
た
事
例
が
記
さ
れ
、
現

在
の
比
定
に
至
っ
た
の
は
多
く
は
明
治
三
年
と
さ
れ
る
（
４
）。 

近
世
に
は
、
八
幡
社
・
神
明
社
・
稲
荷
社
・
白
山
社
・
天
王
社
な
ど
、
多
く
の

神
社
、
祠
等
が
あ
り
、
近
世
後
期
か
ら
明
治
は
じ
め
に
、
そ
れ
ら
の
「
候
補
」
か

ら
式
内
社
を
「
選
定
」
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
式
内
式
外
の
古
代
の
神

社
の
多
く
は
、
そ
の
名
称
の
も
と
に
長
く
祭
祀
を
継
承
し
て
い
た
歴
史
的
根
拠
は

乏
し
く
、
む
し
ろ
祭
祀
の
場
の
名
称
の
変
化
、
あ
る
い
は
神
社
と
す
る
施
設
の
移

転
等
が
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
新
た
な
名
称
の
も
と
に
「
神
社
」
が
設
け
ら
れ
る

例
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
（
５
）。 

 

全
国
的
な
傾
向
か
ら
す
れ
ば
式
内
社
の
名
称
の
多
く
は
、
地
名
と
共
通
す
る
と

思
わ
れ
、
そ
の
地
の
集
落
と
密
接
不
可
分
の
存
在
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
お
よ
そ

平
安
時
代
以
降
、
白
山
等
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
定
・
共
通
の
信
仰
意
図

な
り
祭
祀
の
拠
点
が
各
地
に
設
け
ら
れ
拡
大
す
る
傾
向
も
生
じ
た
。
も
っ
と
も
、

『
延
喜
式
』
の
神
名
に
そ
の
傾
向
は
顕
著
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
式

外
の
飛
騨
十
神
の
な
か
に
は
、
早
い
時
期
の
若
宮
が
二
例
も
含
ま
れ
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
飛
騨
以
外
の
地
域
と
の
交
渉
・
交
流
が
な
さ
れ
て
い
た
証
拠

と
な
り
得
る
。
し
か
も
そ
の
影
響
が
地
域
社
会
に
新
た
な
神
祭
の
場
を
設
け
た
の

み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
神
位
授
与
の
対
象
と
な
る
ほ
ど
政
治
的
に
も
認
知
さ
れ
た
こ

と
を
示
唆
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
飛
騨
の
場
合
は
平
安
時
代
前
期
に
何
ら
か
の
社

会
的
な
動
き
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
式
外
社
十
神
に
も
反
映
し
た
と
推
測
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 
 

二
、
古
代
の
神
階
（
神
位
）
昇
叙 

 

 

次
に
神
階
（
以
下
、
神
位
と
す
る
）
昇
叙
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
神

に
位
階
を
授
与
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
八
世
紀
に
お
い
て
は
限
定
的
で
あ
り
、

九
世
紀
に
拡
大
し
た
事
実
に
目
が
向
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
（
６
）。
神
々
へ
の
報

謝
・
祈
願
等
は
、
通
例
、
奉
幣
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
位
授
与

は
、
例
え
ば
越
前
国
の
気
比
神
に
、
天
平
三
年
（
七
三
一
）
十
二
月
十
日
符
、
従

三
位
料
二
百
戸
（『
新
抄
格
勅
符
抄
』
大
同
元
年
牒
）
と
あ
る
の
が
非
常
に
早
い
例

で
、
し
か
も
神
位
の
授
与
と
し
て
は
か
な
り
の
高
位
で
あ
る
。 

 

平
安
時
代
、
そ
れ
も
九
世
紀
中
葉
か
ら
後
葉
に
、
神
位
の
授
与
の
対
象
は
大
き

く
広
が
り
、
と
く
に
嘉
祥
か
ら
貞
観
年
間
に
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
実
情
に

つ
い
て
は
、
一
定
の
全
国
的
な
基
準
の
も
と
に
神
位
が
授
与
さ
れ
た
と
は
考
え
難

い
。
官
社
の
一
覧
は
と
り
あ
え
ず
「
神
名
式
」
で
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
延

喜
式
』
撰
上
以
前
の
神
位
授
与
と
「
官
社
」
の
関
係
は
概
し
て
不
明
で
あ
る
。「
延

喜
神
祇
式
」
全
体
を
見
て
も
神
位
に
関
す
る
規
定
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
『
延
喜

式
』（
中
務
省
）
内
記
式
10
条
に
は
「
神
位
記
式
」
が
あ
り
、「
養
老
公
式
令
」

16
勅
授
位
記
式
条
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

『
新
儀
式
』（
巻
四
）「
奉
加
神
位
階
事
」
に
も
、 

 
 

神
位
階
は
諸
司
諸
国
の
申
請
に
随
い
、
上
卿
勅
を
奉
ら
ん
に
は
先
ず
本
位
を

下
し
勘
え
し
め
よ
、
加
授
を
奉
ら
ん
に
は
内
記
を
し
て
位
記
を
勘
作
せ
し

め
、
内
侍
に
附
け
て
奏
聞
せ
よ
、
請
印
し
訖
ら
ば
頒
給
せ
し
め
よ
。 

と
あ
り
、
諸
司
諸
国
の
申
請
に
よ
り
、
勅
裁
を
経
た
う
え
で
位
記
が
頒
給
さ
れ
た

と
す
る
。
実
際
に
、『
類
聚
符
宣
抄
』（
奉
授
神
位
記
）
所
載
の
延
喜
二
十
一
年
二

月
二
十
七
日
太
政
官
符
（
正
五
位
下
横
山
明
神
に
従
四
位
下
を
授
く
等
）
は
、
太

政
官
が
中
務
省
の
解
を
経
て
神
祇
官
に
符
を
下
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
官
社
に
列
せ
ら
れ
る
際
は
、「
延
喜
臨
時
祭
式
」
63
預
名
神
官

社
条
に
、 
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凡
そ
名
神
・
官
社
等
に
預
か
ら
ん
に
は
、
官
符
の
下
る
を
待
ち
て
更
に
国
に

下
す
符
を
修
り
て
内
印
を
請
え
。 

と
あ
っ
て
、
太
政
官
符
が
神
祇
官
に
下
さ
れ
、
さ
ら
に
神
祇
官
が
諸
国
に
下
す
符

を
つ
く
り
内
印
を
請
う
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
条
に
は
神
位
授
与
は
見
ら

れ
な
い
。
つ
ま
り
、
神
位
の
授
与
は
、
太
政
官
・
中
務
省
（
内
記
）
所
管
で
内
印

を
請
け
て
、（
神
祇
官
に
対
し
て
も
）
班
給
さ
れ
る
の
に
対
し
、
預
官
社
の
場
合
に

神
祇
官
か
ら
「
国
に
下
す
符
を
修
り
て
」
示
達
さ
れ
る
の
と
は
手
続
き
が
異
な

る
。
同
様
に
「
延
喜
太
政
官
式
」
11
条
の
内
印
外
印
を
請
う
例
に
は
、
詔
書
を
下

す
、
得
度
・
還
俗
、
官
員
の
増
減
、
駅
伝
使
の
派
遣
等
と
並
ん
で
「
官
社
に
預
か

る
神
」
が
あ
る
が
、
や
は
り
神
位
の
授
与
は
掲
出
さ
れ
な
い
。 

諸
国
に
対
し
て
神
位
が
伝
達
さ
れ
る
過
程
は
、「
中
務
式
」
40
位
記
印
条
に
、

位
案
は
内
記
が
省
（
中
務
省
）
に
送
り
「
省
は
位
帳
に
附
し
（
す
な
わ
ち
具
に
本

位
年
紀
な
ら
び
に
今
授
け
む
位
階
等
を
注
し
）、
弁
官
に
申
し
送
れ
、
官
、
大
臣
に

申
し
所
司
に
下
知
せ
よ
」
と
あ
っ
て
、
末
尾
分
注
に
「
神
位
を
授
け
ん
、
僧
尼
満

位
已
上
を
授
け
ん
も
ま
た
同
じ
く
せ
よ
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
神
位
の
授
与
が
記
さ

れ
る
（
７
）。 

 

少
し
時
代
は
下
る
が
、
天
暦
六
年
（
九
五
二
）
四
月
十
五
日
の
「
応
頒
奉
神
位

記
事
」
と
す
る
五
畿
内
諸
国
司
宛
太
政
官
符
（『
類
聚
符
宣
抄
』
奉
授
神
位
記
）
に

は
、
神
位
記
を
奉
持
し
た
使
者
が
到
着
す
る
と
、
国
司
は
潔
斎
し
て
使
者
と
と
も

に
宣
命
を
披
き
読
み
、
し
か
る
後
に
国
司
は
位
記
を
請
い
取
り
て
頒
ち
奉
る
、
と

あ
る
。 

 

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
預
官
社
・
神
位
授
与
は
と
も
に
内
印
を
必
要
と
し
太
政
官

符
に
よ
っ
て
下
達
さ
れ
る
が
、
神
位
は
神
祇
官
に
対
し
て
と
同
様
に
、
太
政
官
か

ら
直
接
、
諸
国
に
給
さ
れ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
は
、
対
象
が
神
で
あ
っ
て

も
、
五
位
以
上
の
位
を
官
人
に
授
与
す
る
際
の
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

よ
る
。
結
果
と
し
て
、
神
祇
官
は
諸
国
諸
社
に
対
す
る
官
（
組
織
）
と
し
て
の
示

達
権
を
失
う
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
が
「
神
祇
式
」
に
お
け
る

神
位
の
消
極
的
な
扱
い
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

さ
て
こ
の
こ
と
は
別
の
一
面
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
神
位
授
与
が
国
司
に
と

っ
て
、
中
央
政
府
と
結
び
つ
く
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。 

神
位
授
与
の
事
情
は
明
確
で
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
が
、
理
由
が
記
載
さ
れ

る
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
と
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
十
月
丙

辰
条
に
、
伊
豆
国
阿
波
神
物
忌
奈
乃
神
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

事
情
が
同
年
九
月
乙
未
条
に
詳
記
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
津
島
に
坐
す
阿

波
神
は
三
嶋
大
社
の
「
本
后
」
で
あ
り
物
忌
奈
乃
神
は
御
子
神
で
あ
っ
た
が
、「
冠

位
」
に
預
か
っ
て
い
な
い
た
め
に
怪
異
を
示
し
た
と
あ
り
、
そ
の
祟
り
は
国
郡
司

を
も
亡
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。 

同
じ
く
承
和
十
二
年
七
月
辛
酉
条
に
、
丹
波
国
出
雲
神
・
但
馬
国
出
石
神
・
美

濃
国
伊
奈
波
神
な
ど
五
神
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
国
司

等
解
状
に
依
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
何
ら
か
の
災
厄
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
国
郡
司

に
も
及
ぶ
と
意
識
さ
れ
た
た
め
に
神
位
授
与
に
至
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
貞
観
十
年
六
月
二
十
八
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
）
に
は
、 

 
 

如
今
、
諸
国
の
神
社
其
の
数
巨
多
く
し
て
国
司
偏
に
霊
験
と
称
し
請
い
て
爵

位
を
増
さ
ん
と
す
、
二
・
三
年
間
に
或
い
は
三
位
以
上
に
叙
す
（
下
略
）。 

と
あ
っ
て
、
中
央
政
府
側
の
視
点
か
ら
で
あ
る
が
、
や
は
り
国
司
に
よ
る
神
位
の

加
増
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
８
）。 

地
方
の
官
社
の
場
合
は
、
こ
の
時
期
に
は
多
く
が
国
幣
社
で
あ
っ
て
、
国
司
が

奉
幣
を
担
当
す
る
。「
預
官
社
」
に
あ
た
っ
て
も
国
司
が
介
在
し
た
場
合
が
少
な
く

な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
官
社
と
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
統
一
的
な
基
準
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
神
位
の
授
与
と
預
官
社
と
の
関
係
も
見
出
し
が
た
い
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（
９
）。
た
だ
官
社
の
場
合
は
神
祇
官
に
お
い
て
奉
幣
対
象
社
と
し
て
把
握
さ
れ
る

こ
と
が
い
わ
ば
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
位
の
授
与
は
国
司
と
太
政
官
と

の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
。
国
司
に
し
て
み
れ
ば
、
神
祇
官
を
介
す
る
こ
と
な

く
、
よ
り
簡
便
に
そ
の
地
の
神
社
（
直
接
に
は
神
を
ま
つ
る
そ
の
地
の
有
力
層
）

に
地
方
官
か
ら
の
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
官
社
制
か
ら
神

位
制
へ
の
移
り
変
わ
り
を
示
す
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
神
社
に
対
す
る
行
政
側
の
格
付
け
の
表
明
で
あ
る
。
し
か
も
官
社
の
場
合

は
預
官
社
の
次
は
名
神
等
が
あ
る
と
言
っ
て
も
そ
の
例
は
少
な
く
、
こ
れ
に
対
し

て
神
位
に
は
位
階
と
い
う
細
分
さ
れ
た
向
上
ス
テ
ッ
プ
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
授

与
す
る
側
に
と
っ
て
、
扱
い
に
適
し
た
仕
組
み
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
神
位
授
与
に
は
国
司
が
そ
の
主
た
る
推
進
者
で

あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
た
だ
し
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
国
司
そ
の
人
の
考
え

方
、
あ
る
い
は
、
国
司
を
取
り
ま
く
諸
般
の
状
勢
に
よ
り
、
神
位
の
昇
叙
に
多
様

な
結
果
を
招
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

  

こ
こ
で
改
め
て
飛
騨
の
場
合
を
考
え
て
み
れ
ば
、
あ
る
種
の
傾
向
を
見
出
せ

る
。
そ
れ
は
、
式
内
社
の
位
階
に
比
べ
て
明
ら
か
に
式
外
社
の
位
階
が
低
く
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。 

式
内
社
で
あ
る
水
無
神
・
槻
本
神
・
荏
名
神
・
大
津
神
・
荒
城
神
・
栗
原
神
・
阿

多
由
太
神
・
高
田
神
は
、
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
十
月
四
日
に
従
五
位
下
か
ら
従
五

位
上
に
昇
叙
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
式
外
の
大
歳
神
・
走
淵
神
・
四
天
王
神
・
遊

幡
石
神
・（
彦
）
渡
瀬
神
・
道
後
神
は
、
同
日
に
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
と
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
歳
神
以
下
「
六
神
」
は
一
階
下
に
遇
さ
れ
て
お
り
、「
神

名
式
」
の
八
座
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
六
神

は
『
延
喜
式
』
に
至
っ
て
も
官
社
と
さ
れ
て
い
な
い
。
貞
観
十
五
年
八
月
四
日
に
、

気
多
若
宮
神
が
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
と
さ
れ
、
そ
の
二
年
後
の
貞
観
十
七
年
十

二
月
五
日
に
は
、
本
母
国
都
神
・
剣
緒
神
（
式
外
社
）
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て

い
る
が
（
た
だ
し
『
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
閏
二
月
二
十
六
日
条
に
も
重
出
）、
い

ず
れ
も
式
内
社
の
位
階
よ
り
低
い
。 

こ
の
間
、
貞
観
十
五
年
四
月
五
日
に
式
内
社
で
あ
る
水
無
神
が
正
五
位
上
か
ら

従
四
位
下
に
昇
叙
さ
れ
て
い
る
点
は
、
気
多
若
宮
神
が
同
年
八
月
に
従
五
位
下
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
気
多
若
宮
の
叙
位
よ
り
も
水

無
神
の
昇
叙
を
先
行
さ
せ
る
べ
き
と
の
配
慮
が
あ
っ
た
、
な
い
し
は
、
水
無
神
の

昇
叙
を
経
て
は
じ
め
て
気
多
若
宮
神
の
神
位
昇
叙
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
意
識
は
、
太
政
官
あ
る
い
は
神
祇
官
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
飛
騨
国
衙
の
意
図
と
見
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

そ
も
そ
も
飛
騨
の
場
合
は
、
官
社
（
式
内
社
）
は
わ
ず
か
八
座
と
少
な
い
。
そ

れ
ら
の
す
べ
て
が
当
初
、
一
律
に
叙
位
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
（
10
）、
し
か
も
式

外
諸
神
の
位
階
は
国
史
上
に
判
明
す
る
限
り
、
一
貫
し
て
こ
の
八
神
よ
り
下
位
に

置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
式
内
社
と
関
わ
り
の
深
い
伝
統
的
勢
力
に
対
す
る
、

飛
騨
国
府
側
の
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

一
方
で
、
式
外
の
神
に
は
、「
気
多
」「
賀
茂
」
と
い
う
飛
騨
以
外
の
地
に
由
来

す
る
名
称
が
含
ま
れ
る
。
四
天
王
も
仏
教
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
そ
こ
に
従
来
の

在
地
神
と
は
異
な
る
神
格
が
登
場
し
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
式

内
諸
神
に
対
し
て
、
式
外
の
神
に
は
、
当
時
の
新
興
勢
力
の
存
在
を
反
映
し
て
い

る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
三
、「
気
多
若
宮
」
と
氏
族 
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以
上
を
踏
ま
え
て
「
気
多
若
宮
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。 

こ
の
場
合
の
「
気
多
」
は
、「
神
名
式
」
下
、
能
登
国
羽
咋
郡
所
在
の
気
多
神
社

（
名
神
・
大
）
を
念
頭
に
置
い
て
理
解
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
気

多
神
社
は
『
萬
葉
集
』
巻
十
七
（
四
〇
二
五
番
歌
）、
大
伴
家
持
の
歌
の
題
詞
に

「
赴
参
気
太
神
宮
、
行
海
辺
之
時
作
歌
一
首
」
と
あ
り
、
天
平
二
十
年
（
七
四

八
）
に
越
中
守
で
あ
っ
た
家
持
が
諸
郡
巡
行
の
際
に
参
詣
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
（
11
）。 

し
た
が
っ
て
そ
の
頃
に
は
既
に
地
域
の
有
力
な
神
格
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
推

定
さ
れ
る
。
早
く
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
十
月
に
「
能
登
国

気
多
神
に
廿
戸
・
田
二
町
」
を
充
つ
、
と
あ
り
、『
新
抄
格
勅
符
抄
』（
神
封
部
・

大
同
元
年
牒
）
に
「
気
多
神 

卅
戸 

能
登
国
」
と
見
え
る
。
神
位
は
『
続
日
本

紀
』
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
三
月
丁
亥
条
に
「
従
三
位
気
太
神
を
正
三
位
に
叙

す
」
と
あ
っ
て
、
か
な
り
早
い
時
期
に
三
位
を
授
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
そ
の
後
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
六
月
に
従
二
位
（『
続
日
本
後
紀
』）、
仁
寿

三
年
（
八
五
三
）
八
月
に
は
「
正
二
位
勲
一
等
気
多
大
神
に
封
戸
十
烟
・
位
田
二

町
を
加
う
」
と
あ
り
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
正
月
に
従
一
位
（『
三
代
実
録
』）

と
昇
叙
す
る
。
ち
な
み
に
北
陸
地
方
は
神
位
の
授
与
が
早
く
か
ら
な
さ
れ
る
傾
向

に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
（
12
）、
そ
の
第
一
に
登
場
す
る
の
が
気
比
神

社
で
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
気
多
で
あ
る
。
気
比
神
社
に
つ
い
て
は
『
新
抄
格
勅
符

抄
』（
大
同
元
年
牒
）
に
、
天
平
三
年
に
従
三
位
と
見
え
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）

二
月
に
正
三
位
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
十
二
月
に
正
三
位
よ
り
従
二
位
へ
、
さ

ら
に
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
十
月
に
正
二
位
（『
文
徳
実
録
』）、
貞
観
元
年
（
八
五

九
）
正
月
に
従
一
位
（『
三
代
実
録
』）
と
な
る
（
13
）。 

 

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
八
世
紀
に
は
気
比
神
社
の
方
が
先
に
三
位
に
叙
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
後
も
気
比
の
神
位
が
先
に
昇
叙
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
に

対
し
、
貞
観
元
年
正
月
に
は
気
比
・
気
多
の
両
社
が
と
も
に
従
一
位
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。 

気
多
神
社
が
所
在
す
る
能
登
国
は
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
越
前
国
か
ら
四

郡
を
割
い
て
立
国
さ
れ
た
が
、
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
に
越
中
国
に
併
合
さ

れ
、
の
ち
、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
に
再
び
立
国
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
有

す
る
（
14
）。
越
中
国
守
大
伴
家
持
が
気
多
神
社
に
参
じ
た
の
は
、
当
時
羽
咋
郡

が
越
中
国
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
羽
咋
郡
気
多
神
社

の
存
在
が
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
射
水
郡
（
越
中
国
府
所
在
地
）
に
近
し
い

も
の
と
な
る
一
面
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
越
中
国
射
水
郡
の

気
多
神
社
で
あ
る
。 

 

越
中
国
の
気
多
神
社
は
、「
神
名
式
」
下
に
掲
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
古
写

本
た
る
花
山
院
本
（
武
田
本
・
中
院
家
本
）
に
「
延
」
の
標
注
が
見
ら
れ

（
15
）、「
名
神
・
大
」
の
注
記
も
見
ら
れ
る
（
16
）。
お
そ
ら
く
越
中
国
の
政
治

的
な
要
衝
で
あ
っ
た
伏
木
地
域
に
「
気
多
社
」
が
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
そ

れ
は
北
陸
の
大
社
た
る
羽
咋
郡
の
気
多
社
と
の
交
流
の
上
に
成
り
立
っ
た
と
見
ら

れ
る
。
し
か
も
、「
神
名
式
」
書
き
入
れ
の
標
注
が
信
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
『
貞
観

式
』
編
纂
以
降
に
官
社
と
な
り
、
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
名
神
祭
に
預
る
と
い
う
、

九
世
紀
後
半
に
い
た
っ
て
一
躍
存
在
感
が
向
上
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
社
会
的
動
き
の
延
長
線
上
に
飛
騨
の
気
多
若
宮
の
登
場
も
理
解
で
き
る
。 

  
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
気
多
と
結
び
つ
く
羽
咋
君
氏
、
三
尾
君
氏
で
あ
る
。 

『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
段
に
、
天
皇
と
山
代
大
国
之
渕
の
娘
、
弟
苅
羽
田
刀
弁

と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
と
し
て
石
衝
別
王
の
名
が
見
ら
れ
、
こ
の
王
は
羽
咋
君
・

三
尾
君
の
祖
で
あ
る
と
す
る
。
羽
咋
氏
は
『
新
撰
姓
氏
録
』（
右
京
皇
別
）
に
羽
咋

公
が
見
え
、
垂
仁
天
皇
皇
子
の
磐
衝
別
命
の
後
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
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紀
三
十
四
年
三
月
条
に
は
、
山
背
大
国
不
遅
の
女
（
む
す
め
）
を
召
し
て
後
宮
に

入
れ
磐
衝
別
命
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
三
尾
君
の
始
祖
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、
磐
衝
別
命
を
祖
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
羽
咋
君
は
「
国
造
本
紀
」
に
見
ら
れ

る
羽
咋
国
造
（
史
料
B
）
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
「
国
造
本

紀
」
に
は
、
加
我
国
造
も
、
羽
咋
国
造
と
同
じ
く
雄
略
天
皇
の
時
に
、
三
尾
君
の

祖
で
あ
る
石
衝
別
命
の
四
世
の
孫
、
大
兄
彦
君
を
国
造
と
定
め
た
と
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
羽
咋
君
と
三
尾
君
は
同
祖
と
さ
れ
、
垂
仁
天
皇
以
来
の
系
譜
に
位

置
す
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
三
尾
君
氏
が
継
体
天
皇
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と

で
あ
る
。
継
体
の
系
譜
は
「
上
宮
記
一
云
」（『
釈
日
本
紀
』）
に
よ
る
と
、
天
皇
の

母
で
あ
る
布
利
比
弥
命
（
振
媛
）
が
偉
波
都
久
和
希(

磐
衝
別
命)

の
六
世
の
孫
に

当
る
（
17
）。『
古
事
記
』
継
体
天
皇
段
に
示
さ
れ
る
婚
姻
記
事
に
は
、
尾
張
連
の

祖
で
あ
る
凡
連
の
妹
、
目
子
郎
女
な
ど
と
並
ん
で
、
三
尾
君
の
祖
で
あ
る
若
比

売
、
同
じ
く
三
尾
君
加
多
夫
の
妹
、
倭
比
売
が
天
皇
の
妃
で
あ
る
と
す
る
。
同
じ

く
『
日
本
書
紀
』
継
体
天
皇
紀
（
即
位
前
紀
）
で
は
、「
近
江
国
高
島
郡
三
尾
之
別

業
」
に
い
た
彦
主
人
王
（
応
神
の
四
世
の
孫
）
が
、
使
い
を
遣
わ
し
て
活
目
天
皇

（
垂
仁
）
の
七
世
の
孫
で
あ
る
振
媛
を
「
三
国
の
坂
中
井
」
に
迎
え
て
妃
と
し
た

と
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
継
体
天
皇
は
近
江
に
い
た
と
す
る
が
、『
日
本
書
紀
』

で
は
、
継
体
の
父
は
近
江
高
島
郡
に
い
た
も
の
の
、
父
す
な
わ
ち
彦
主
人
王
が
早

く
亡
く
な
っ
た
た
め
、
妃
の
振
媛
は
自
ら
の
郷
里
で
あ
る
越
前
国
坂
井
郡
（
越
前

国
「
高
向
」）
に
戻
り
、
そ
こ
で
天
皇
を
育
て
た
と
す
る
。
そ
し
て
『
古
事
記
』
と

同
様
に
、
三
尾
角
折
君
の
妹
、
稚
子
媛
、
三
尾
君
堅
楲
の
女
、
倭
姫
を
妃
と
し
た

と
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
婚
姻
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
継
体
天
皇
は
三
尾
氏
と
深
い
関
係
に
あ

っ
た
と
み
ら
れ
、
三
尾
氏
自
体
、
越
前
国
坂
井
郡
か
ら
北
近
江
に
か
け
て
勢
力
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
18
）。
そ
の
三
尾
を
名
乗
る
氏
族
が
飛
騨
に
居
住
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
の
が
史
料
C
で
あ
る
。「
記
紀
」
に
見
ら
れ
る
君
姓
で
は
な

く
臣
姓
で
あ
り
、
祖
と
す
る
の
も
イ
ハ
ツ
ク
ワ
ケ
で
な
く
、
稚
武
彦
（
孝
霊
天
皇

皇
子
）
で
あ
っ
て
系
統
を
異
に
す
る
。
と
は
い
え
、
位
階
を
有
し
て
い
る
者
が
地

方
か
ら
京
中
に
移
貫
す
る
と
い
う
以
上
、
そ
の
人
物
（
永
主
）
は
既
に
京
師
に
お

い
て
何
ら
か
の
役
割
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
飛
騨
出
身

で
あ
り
な
が
ら
、
中
央
政
府
に
お
い
て
必
要
な
官
人
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
少
な
く
と
も
永
主
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う
な
関
わ
り
を
有
す
る
に
至
っ
た
経

緯
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

北
近
江
か
ら
越
前
に
か
け
て
勢
力
を
有
し
て
い
た
三
尾
氏
の
一
支
族
が
飛
騨
に

居
住
し
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
（
19
）。
ま
た
、
三
尾
氏
と
同
祖
と
さ
れ
る
羽

咋
君
の
本
拠
に
は
気
多
神
社
が
鎮
座
し
て
い
た
。
す
る
と
、
養
老
二
年
ま
で
は
越

前
国
に
含
ま
れ
て
い
た
羽
咋
の
地
に
も
、
国
造
本
紀
に
示
さ
れ
る
三
尾
氏
の
影
響

が
及
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
く
、
三
尾
氏
と
羽
咋
の
気
多
神
社
と
の
結
び
つ
き
も

想
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

次
に
「
若
宮
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
神
社
の
名
称
に
「
若
宮
」
が
付
さ
れ
る

例
は
、
八
幡
を
は
じ
め
、
賀
茂
、
春
日
等
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
の
意
味
は
、
親
神
に
対
す
る
子
神
、
苗
裔
神
な
ど
と
い
っ
た
解
釈
が
な
さ

れ
る
（
20
）。「
神
名
式
」
に
は
、
加
賀
国
江
沼
郡
に
気
多
御
子
神
社
が
見
え
、
陸

奥
国
牡
鹿
郡
に
鹿
島
御
児
神
社
、
行
方
郡
に
鹿
島
御
子
神
社
が
あ
る
こ
と
か
ら
想

定
で
き
る
よ
う
に
、
あ
る
神
を
奉
斎
す
る
人
々
、
あ
る
い
は
本
社
の
所
在
地
の
人

が
移
住
す
る
等
、
そ
の
地
と
の
交
流
が
深
け
れ
ば
、
本
社
の
「
御
子
」
神
が
祀
ら

れ
た
。
越
前
国
の
気
比
の
場
合
も
、
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
九
月
に
「
気
比
大
神

之
御
子
」
で
あ
る
「
無
位
天
利
剣
神
・
天
比
女
若
御
子
神
・
天
伊
佐
奈
彦
神
」
に

従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
い
る
（『
続
日
本
後
紀
』）。
ま
た
、「
大
社
の
封
戸
を
も
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っ
て
小
社
を
修
理
す
べ
き
こ
と
」
と
す
る
貞
観
十
年
六
月
二
十
八
日
官
符
（『
類
聚

三
代
格
』、
こ
れ
は
撰
格
所
起
請
に
よ
る
）
所
引
、
弘
仁
年
間
の
大
和
国
解
に
は

「
封
無
き
苗
裔
の
神
を
以
て
封
有
る
始
祖
の
社
に
分
か
ち
付
け
よ
」
と
あ
っ
て
、

祖
神
（
大
社
）
と
苗
裔
神
（
小
社
）
を
経
済
的
な
関
係
と
し
て
も
位
置
付
け
る
政

策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
よ
う
な
祖
（
神
）
と
子
孫
（
神
）
と
の
関
係
は
、
氏
族
と
い
う
あ
り
方
と

も
連
関
し
、
血
縁
的
な
意
識
が
向
上
す
る
と
と
も
に
、
奉
斎
す
る
神
意
識
に
反
映

す
る
。
そ
れ
が
有
力
社
（
大
社
）
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
だ
け
氏
族
と
し
て
の
結

び
つ
き
も
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

「
気
多
」
の
場
合
、
そ
の
御
子
神
社
が
加
賀
国
に
見
ら
れ
、
か
つ
そ
れ
が
「
神

名
式
」
所
載
で
あ
る
一
方
で
、
飛
騨
の
「
若
宮
」
が
式
外
で
あ
る
こ
と
に
目
が
向

け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
能
登
国
の
気
多
神
社
を
前
提
に
越
中
の
気
多
神

社
が
奉
斎
さ
れ
、
そ
の
御
子
神
、
新
宮
と
し
て
飛
騨
に
「
若
宮
」
が
誕
生
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
飛
騨
国
の
賀
茂
若
宮
神
の
場
合
も
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
っ
て
、
京
の

賀
茂
神
社
を
本
宮
と
し
て
飛
騨
に
若
宮
が
奉
斎
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
北
陸
方

面
と
飛
騨
と
の
交
流
、
人
の
移
住
、
そ
し
て
京
と
の
交
渉
の
進
展
に
よ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
神
社
が
誕
生
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

四
、
都
・
北
陸
・
飛
騨 

  

こ
こ
で
改
め
て
九
世
紀
の
飛
騨
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

従
来
の
研
究
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
飛
騨
匠
丁
（
飛
騨
工
）
の

逃
亡
に
つ
い
て
で
あ
る
（
21
）。
中
央
政
府
は
逃
亡
し
た
飛
騨
匠
丁
の
捜
索
を
重

ね
て
命
じ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
承
和
元
年
（
八
三
四
）
四
月
二
十
五
日
太
政
官

符
（『
類
聚
三
代
格
』）
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
官
符
は
「
飛
騨
工
を
捜
し
勘
え
言

上
す
べ
き
こ
と
」
と
し
て
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
五
月
二
十
一
日
官
符
を
引
用
す

る
。 そ

の
な
か
の
飛
騨
国
解
に
、
当
時
の
状
況
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。 

都
で
の
労
役
を
終
え
、
帰
国
す
る
は
ず
の
匠
丁
が
、
帰
国
後
の
課
役
を
忌
避
し

て
他
郷
に
赴
き
雇
役
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
国
内
で
の
労
役
に
た
え
る
も
の
が
減
少

し
、
人
々
の
生
活
が
窮
迫
す
る…

。
す
な
わ
ち
、
飛
騨
工
の
「
逃
亡
」
と
は
、
帰

国
す
べ
き
者
が
戻
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
匠
丁
の
円
滑
な
交
替
・
上
京
に
支
障

を
き
た
し
、
飛
騨
国
内
に
お
い
て
も
有
力
な
働
き
手
を
失
う
と
い
う
事
態
を
指
し

て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
太
政
官
は
逃
亡
し
た
飛
騨
工
の
捜
索
を
命
ず
る
と
と
も

に
、
匠
丁
を
隠
匿
し
た
者
を
厳
し
く
処
罰
す
る
む
ね
を
指
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
承
和
元
年
の
官
符
の
末
尾
に
は
、「
下
知
の
後
、
曽
て
言
上
無
し
、
職
国

の
司
、
符
旨
を
慎
ま
ず
遂
に
此
の
怠
を
致
す
」
と
あ
り
、
改
め
て
飛
騨
工
の
捜

索
・
言
上
を
厳
命
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
官
符
は
興
味
深
い
点
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
飛
騨
国
府
の
切
実

な
要
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逃
亡
し
た
飛
騨
工
が
長
き
に
わ
た
っ
て
確
保
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
中
央
政
府
の
指
示
よ
り
も
、
飛
騨
工
自
身
、
お
よ

び
彼
ら
を
「
容
隠
」
し
た
者
た
ち
の
行
動
が
、
世
間
で
は
通
用
し
た
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
違
勅
罪
に
問
う
と
し
た
政
府
の
命
令
は
実
効
性
を
欠
き
、
実
利
を

見
込
ん
だ
者
が
横
行
し
た
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
そ
の
後
の
飛
騨
工
に
関
す
る
史
料
を
見
て
い
く
と
、
貞
観
六
年
（
八

六
四
）
九
月
十
四
日
太
政
官
符
に
は
「
役
畢
え
て
国
に
帰
る
匠
丁
の
傜
を
免
ず
べ

き
こ
と
」
と
し
て
、
飛
騨
工
が
都
で
の
労
役
を
終
え
て
国
に
戻
る
年
の
雑
徭
を
免

除
す
る
と
あ
り
（『
政
事
要
略
』
交
替
雑
事
）、
同
八
年
二
月
二
十
九
日
に
は
、
貢

上
す
べ
き
匠
丁
の
定
数
を
三
か
年
間
四
十
人
減
じ
て
六
十
人
と
す
る
と
の
処
置
が

な
さ
れ
て
い
る
（『
三
代
実
録
』）。
こ
の
処
置
は
そ
の
後
貞
観
十
七
年
ま
で
延
長
さ
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れ
て
い
た
ら
し
く
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
七
月
十
五
日
に
い
た
り
、「
朝
堂
院
・

神
泉
苑
を
作
る
の
間
」、
貞
観
十
八
年
よ
り
年
百
人
に
増
員
さ
れ
て
い
た
の
を

「
今
、
作
事
既
に
畢
る
」
ゆ
え
に
匠
丁
四
十
人
を
減
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

頃
に
は
、
か
か
る
現
実
的
な
負
担
軽
減
策
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
し
て
、
元
慶
元
年
四
月
九
日
の
大
極
殿
造
作
の
開
始
に
当
っ
て
は
飛
騨
工
六

十
人
が
賜
饗
の
対
象
に
含
ま
れ
て
お
り
、
同
三
年
十
月
八
日
完
成
の
賜
饗
の
際
に

は
、
飛
騨
工
二
十
人
ほ
ど
が
「
感
悦
に
た
え
ず
座
を
起
ち
て
手
を
拍
ち
歌
舞
す
」

と
あ
る
（
と
も
に
『
三
代
実
録
』）。 

 

貞
観
年
間
に
は
、
大
極
殿
等
の
焼
失
（
貞
観
十
八
年
四
月
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、

富
士
山
の
噴
火
（
貞
観
六
年
五
月
）、
応
天
門
の
焼
亡
（
貞
観
八
年
閏
三
月
）、
陸

奥
国
大
地
震
・
津
波
（
貞
観
十
一
年
五
月
）、「
咳
逆
」
病
の
流
行
（
貞
観
四
年
末

か
ら
翌
年
正
月
、
お
よ
び
同
十
四
年
正
月
）、
貞
観
十
一
年
七
月
の
肥
後
国
大
風
雨

な
ど
と
い
っ
た
災
害
が
目
に
つ
き
（
22
）、
そ
の
な
か
で
注
意
す
べ
き
は
北
陸
地

方
に
も
大
規
模
な
地
震
が
起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
六
月
十
七
日
条
に
「
越
中
・
越
後
等
国

の
地
、
大
い
に
震
う
、
陵
谷
処
を
易
え
水
泉
涌
出
す
、
民
の
廬
舎
を
壊
し
圧
死
す

る
者
衆
し
、
此
れ
よ
り
以
後
、
毎
日
常
に
震
う
」
と
あ
り
、
越
中
・
越
後
に
大
地

震
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
飛
騨
に
も
相
当
な
被
害
が
及
ん
だ
で
あ
ろ

う
。 

 

ま
た
、
外
患
と
い
う
点
で
も
、
新
羅
と
の
緊
張
関
係
が
続
き
、
貞
観
八
年
（
八

六
六
）
十
一
月
十
七
日
に
は
、
新
羅
の
賊
兵
が
常
に
間
隙
を
窺
う
と
し
て
、
能

登
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
な
ど
の
国
府
に
対
し
、「
邑
境
諸
神
」
に
班
幣
す
る
こ
と

を
命
じ
て
お
り
、
同
十
一
年
五
月
に
は
、
新
羅
の
海
賊
が
博
多
津
に
来
寇
し
、
豊

前
国
の
年
貢
絹
綿
を
略
奪
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
（
い
ず
れ
も
『
三
代

実
録
』）。
こ
の
時
期
、
九
州
か
ら
北
陸
に
至
る
日
本
海
側
が
緊
張
し
つ
つ
あ
っ
た

こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
（
23
）。 

 

す
る
と
、
貞
観
六
年
九
月
の
、
帰
国
す
る
飛
騨
工
へ
の
免
傜
、
翌
々
年
二
月
の

飛
騨
工
定
員
の
四
割
減
は
、
貞
観
五
年
六
月
の
北
陸
地
震
の
災
害
を
受
け
て
の
処

置
と
い
う
一
面
を
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
直
前
に

「
飛
騨
国
荒
城
郡
人
太
政
大
臣
家
扶
日
奉
部
若
善
」
が
左
京
職
に
貫
附
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
（『
三
代
実
録
』
貞
観
四
年
七
月
二
十
八
日
条
）。
こ
の

人
物
は
太
政
大
臣
藤
原
良
房
に
近
侍
し
て
い
た
ら
し
く
（
24
）、
同
六
年
二
月
二

十
五
日
に
天
皇
が
良
房
の
染
殿
第
を
訪
れ
観
桜
の
遊
宴
を
行
っ
た
際
に
は
、
正
六

位
上
の
若
善
に
対
し
て
外
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
て
い
る
（『
三
代
実
録
』
同
日

条
）。
と
す
れ
ば
、
史
料
C
に
お
い
て
飛
騨
国
の
三
尾
臣
永
主
が
京
に
移
貫
さ
れ

た
の
と
同
じ
く
、
日
奉
部
若
善
の
場
合
も
、
政
権
中
枢
と
飛
騨
と
の
接
点
に
な
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
貞
観
六
年
九
月
及
び
同
八
年
二
月
の
飛
騨
国
へ
の
負
担
軽
減

策
は
、
こ
の
人
物
が
影
響
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。 

貞
観
十
八
年
四
月
の
大
極
殿
焼
失
に
あ
た
り
、
飛
騨
工
が
再
建
に
関
わ
っ
た
事

実
は
既
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
前
年
の
貞
観
十
七
年
正
月
に
は
冷
然

院
で
出
火
し
、
舎
五
十
四
宇
を
焼
失
し
て
お
り
、
匠
丁
の
必
要
度
は
こ
の
時
期
に

急
速
に
高
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

以
上
の
推
移
か
ら
す
れ
ば
、
貞
観
九
年
十
月
四
日
に
式
内
社
八
座
・
式
外
六
神

に
揃
っ
て
神
位
が
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
元
慶
五
年
十
月
の

水
無
神
・
気
多
若
宮
神
・
賀
茂
若
宮
神
へ
の
神
位
昇
叙
に
い
た
る
過
程
は
、
一
連

の
流
れ
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

飛
騨
匠
丁
が
都
に
赴
き
さ
ま
ざ
ま
な
造
作
に
従
事
し
た
こ
と
、
お
そ
ら
く
は
そ

れ
と
関
わ
り
を
有
し
つ
つ
、
飛
騨
出
身
者
が
都
に
移
貫
す
る
と
い
っ
た
事
態
と
と

も
に
、
飛
騨
国
の
神
位
昇
叙
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
ち
な
み
に
、
気
多
若
宮
を

含
む
元
慶
五
年
十
月
の
神
位
昇
叙
の
前
々
年
、
元
慶
三
年
十
月
に
は
大
極
殿
が
竣
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工
し
て
い
る
（
25
）。
そ
し
て
、
式
内
社
へ
の
叙
位
が
式
外
神
よ
り
も
必
ず
上
階

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
飛
騨
国
内
に
お
け
る
伝
統
的
な
勢
力
と
結
び
つ
く
諸

神
を
優
遇
す
る
配
慮
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
式
外
諸
神
は
、
い

わ
ば
伝
統
的
な
勢
力
に
対
す
る
新
興
勢
力
、
す
な
わ
ち
他
の
地
域
や
都
と
の
関
わ

り
を
強
く
も
っ
た
集
団
、
あ
る
い
は
地
域
在
来
の
集
団
と
や
や
距
離
を
置
い
て
成

長
し
て
い
っ
た
者
た
ち
と
結
び
つ
く
「
神
」
が
対
象
に
含
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。 こ

の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
九
世
紀
の
飛
騨
に
関
す
る
史
料
は
、
き
わ
め

て
断
片
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
関
連
性
を
も
っ
て
理
解
で
き
る
。 

 

気
多
若
宮
神
に
つ
い
て
は
、
北
陸
方
面
と
の
関
連
を
前
提
と
す
る
の
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
が
、
能
登
の
気
多
社
と
関
わ
り
を
有
す
る
集
団
が
越
中
国
射
水
郡
に
居

住
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
中
央
政
府
に
よ
る
北
陸
有
力
神
社
へ
の
厚
遇
と
い

う
状
況
下
、
三
尾
氏
の
一
支
族
が
飛
騨
に
ま
で
移
住
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
こ
の

よ
う
な
事
情
が
重
な
っ
て
飛
騨
国
に
気
多
若
宮
神
が
祀
ら
れ
、
貞
観
十
五
年
の
神

位
昇
叙
に
至
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
越
中
国
気
多
神
社
が
『
延
喜
式
』
に
お
い
て

は
じ
め
て
「
神
名
式
」
に
記
載
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
飛
騨

の
気
多
若
宮
神
は
さ
ら
に
そ
れ
に
遅
れ
、
式
外
社
と
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
自
然
な

成
り
行
き
で
あ
る
。 

 

む
す
び 

  

高
山
市
上
切
町
の
野
内
遺
跡
は
、
縄
文
時
代
中
期
か
ら
近
世
に
い
た
る
遺
跡
で

あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
平
安
時
代
前
半
、
と
く
に
九
世
紀
の
遺
構
が
顕
著
に

存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
（
26
）。
約
六
六
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
調
査
面
積

の
な
か
に
、
竪
穴
住
居
や
鍛
冶
関
係
の
遺
構
等
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く

が
古
代
３
～
５
期
（
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
前
半
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
尾
張

や
美
濃
な
ど
他
地
域
か
ら
の
搬
入
土
器
も
増
加
し
て
い
る
。
墨
書
土
器
八
六
点
が

出
土
し
て
い
る
こ
と
、
硯
類
・
腰
帯
具
・
緑
釉
陶
器
な
ど
も
見
つ
か
っ
て
い
る
事

実
に
も
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
や
は
り
八
世
紀
後
葉
か
ら
九
世
紀
の
も
の

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
鍛
冶
関
係
の
遺
構
が
（
九
世
紀
中
頃
か
ら
十
世

紀
に
か
け
て
）
見
い
だ
さ
れ
、
鉄
器
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
て
い

る
。 

 

こ
の
よ
う
な
所
見
か
ら
、
野
内
遺
跡
に
お
け
る
九
世
紀
の
集
落
形
成
は
「
官
衙

（
公
的
施
設
）
な
ど
の
支
配
下
に
お
い
て
」
広
域
に
展
開
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る
（
27
）。 

  

飛
騨
は
森
林
の
占
め
る
面
積
が
大
き
く
、
気
候
の
上
で
も
稲
作
に
適
し
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
小
河
川
の
流
域
沿
い
に
は
田
畑
の
耕
作
も

積
極
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
七
世
紀
後
半
に
創
建
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
寺
院
跡
も

あ
る
（
28
）。
一
年
任
期
で
都
へ
と
向
か
っ
た
飛
騨
匠
丁
た
ち
は
、
官
人
た
ち
と

は
ま
た
異
な
る
視
点
で
都
宮
の
光
景
に
接
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
多
様

に
、
都
の
文
物
・
諸
事
業
が
飛
騨
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
尾
張
・
美
濃
か
ら
飛
騨
川
に
沿
っ
て
北
上
す
る
東
山
道
飛
騨
支
路
だ

け
で
な
く
、
越
中
・
信
濃
と
の
交
渉
・
交
流
も
、
積
雪
期
の
困
難
は
あ
っ
た
に
せ

よ
、
相
当
な
頻
度
で
な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
九
世
紀
に
は
、
白
山
信
仰

も
次
第
に
拡
大
し
、
北
陸
国
境
の
山
が
登
拝
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た

（
29
）。
人
の
動
き
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
求
め
ら
れ
よ
う
が
、
八
世
紀
末
か

ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
遷
都
に
と
も
な
う
事
業
、
蝦
夷
と
の
長
き
に
わ
た
る

戦
い
な
ど
は
人
と
物
の
移
動
を
活
発
化
さ
せ
る
契
機
と
な
り
、
九
世
紀
に
お
け
る

神
仏
の
習
合
や
飛
騨
出
身
の
若
者
（
匠
丁
）
の
「
拡
散
」
も
、
飛
騨
国
内
の
社
会
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的
な
変
容
を
押
し
進
め
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
既
に
取
り
上
げ
た

弘
仁
年
間
の
飛
騨
国
解
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
地
方
の
衰
微
と
い
う
側
面
で
の
み

理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
野
内
遺
跡
に
示
唆
さ
れ
る
、
新
た
な
集
落
の

拡
大
と
い
う
別
の
一
面
を
も
有
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
気
運
の

な
か
で
、
能
登
国
由
来
の
気
多
の
「
若
宮
」
が
飛
騨
に
お
い
て
存
在
感
を
高
め
た

の
で
あ
ろ
う
。
八
世
紀
後
葉
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
地
方
社
会
は
、
中
央
政
府

の
意
図
と
は
別
に
、
近
隣
地
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
交
流
圏
を
構
築
、
拡
大
し
つ
つ

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

隣
国
の
美
濃
で
は
、
そ
の
点
で
、
従
来
の
統
治
の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
す
る
様
相

を
呈
し
て
お
り
（
広
野
川
事
件
）、
そ
こ
に
む
し
ろ
地
域
勢
力
の
新
た
な
活
力
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
（
30
）。 

 

気
多
若
宮
神
の
史
上
へ
の
登
場
は
、
右
の
よ
う
な
九
世
紀
飛
騨
に
お
け
る
社
会

状
況
を
背
景
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 [

注] 

（
１
）
梅
田
義
彦
「
国
史
見
在
社
考
」『
神
道
の
思
想
』
二
（
雄
山
閣
、
一
九
七
四

年
）
所
収
、
初
出
一
九
六
四
年
。
近
藤
喜
博
『
稿
本
国
史
現
在
社
神
名
帳
』
一

九
七
五
年
、
孔
版
、
参
照
。 

（
２
）
薗
田
稔
・
橋
本
政
宣
編
『
神
道
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四

年
）、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
四

年
）、
と
も
に
該
当
項
目
参
照
。 

（
３
）「
官
社
」
に
つ
い
て
は
梅
田
義
彦
「
官
社
考
」『
神
道
の
思
思
想
』
二
（
前

掲
）
所
収
、
初
出
一
九
五
八
年
。
小
倉
慈
司
『
古
代
律
令
国
家
と
神
祇
行
政
』

（
同
成
社
、
二
〇
二
一
年
）、
早
川
万
年
「
官
社
の
展
開
」
岡
田
莊
司
編
『
古
代

の
信
仰
・
祭
祀
』（
竹
林
舎
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
、
等
参
照
。 

（
４
）『
式
内
社
調
査
報
告
』
北
陸
道
二
（
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
一
九
八
五
年
）

二
一
六
頁
。
気
多
若
宮
・
古
川
祭
に
関
し
て
は
、
薗
田
稔
「
原
空
間
の
民
俗
」

『
祭
り
の
現
象
学
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）
所
収
、
初
出
一
九
八
四
年
、
に

比
較
的
詳
し
い
言
及
が
あ
る
。
な
お
、
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々 

神
社
と
聖

地
』
美
濃
飛
騨
信
濃
（
白
水
社
、
一
九
八
七
年
）「
気
多
若
宮
神
社
」
の
項
目

（
長
倉
三
朗
氏
執
筆
）、
大
野
政
雄
『
古
川
祭
』（
気
多
若
宮
神
社
、
二
〇
〇
六

年
）、
参
照
。 

（
５
）
岡
村
利
平
『
飛
騨
編
年
史
要
』（
住
伊
書
店
、
一
九
二
一
年
）
清
和
天
皇
貞

観
九
年
十
月
五
日
条
に
、
式
内
八
神
式
外
六
神
を
挙
げ
て
「
後
世
湮
滅
し
て
元

禄
七
年
検
地
帳
調
製
の
時
、
昔
の
ま
ま
の
社
号
を
存
せ
し
は
槻
本
（
月
元
）
と

書
す
一
社
に
し
て
、
延
享
二
年
飛
州
志
編
纂
の
時
水
無
・
荒
城
・
大
歳
三
社
加

へ
ら
れ
し
に
過
ぎ
ず
」（
四
六
頁
）
と
あ
り
、
元
禄
年
間
に
は
こ
れ
ら
ほ
と
ん
ど

の
古
社
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

な
お
古
代
の
神
社
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
原
田
敏
明
『
神
社
』（
至
文
堂
、
一

九
六
六
年
）
三
九
頁
以
降
、
池
辺
彌
『
古
代
神
社
史
論
攷
』（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
九
年
）、
小
倉
慈
司
『
古
代
律
令
国
家
と
神
祇
行
政
』（
前
掲
）、
岡
田
莊

司
・
小
林
宣
彦
編
『
日
本
神
道
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
増
補
新
版
）

等
、
参
照
。 

（
６
）
古
代
の
神
階
に
関
す
る
研
究
は
、
岡
田
莊
司
編
『
古
代
諸
国
神
社
神
階
制

の
研
究
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
に
お
い
て
、
岡
田
氏
は
じ
め
小
林
宣

彦
・
菊
田
龍
太
郎
・
加
瀬
直
弥
各
氏
に
よ
る
総
論
と
と
も
に
、
国
別
の
分
析
が

収
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
三
宅
和
朗
『
古
代
国
家
の
神
祇
と
祭
祀
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
五
年
）
一
四
三
頁
以
降
、
川
原
秀
夫
「
神
階
社
考
」『
古
代
文

化
』
四
九―

二
、
一
九
九
七
年
、
加
瀬
直
弥
『
平
安
時
代
の
神
社
と
神
職
』
吉
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川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
、
小
林
宣
彦
『
律
令
国
家
の
祭
祀
と
災
異
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
一
九
年
、
等
参
照
。 

（
７
）
こ
の
分
注
は
『
貞
観
式
』
あ
る
い
は
『
延
喜
式
』
編
纂
の
際
に
付
加
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

（
８
）
岡
田
莊
司
「
古
代
の
神
社
と
神
階
」『
古
代
諸
国
神
階
制
の
研
究
』（
前

掲
）
所
収
。 

（
９
）
林
陸
朗
「
官
社
制
度
と
神
階
」『
國
學
院
雑
誌
』
五
四―

二
、
一
九
五
三

年
、
西
山
徳
『
増
補
上
代
神
道
史
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
三
年
）
二

三
〇
頁
以
降
、
巳
波
利
江
子
「
八
・
九
世
紀
の
神
社
行
政
」『
寧
楽
史
苑
』
三

〇
、
一
九
八
五
年
、
小
倉
慈
司
『
古
代
律
令
国
家
と
神
祇
行
政
』（
前
掲
）
等
、

参
照
。 

（
10
）
こ
の
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、『
古
代
諸
国
神
社
神
階
制
の
研

究
』（
前
掲
）
一
四
二
頁
（
参
河
国
の
神
階
に
関
連
し
て
の
注
記
、
古
田
健
一
郎

氏
執
筆
）
に
指
摘
が
あ
る
。 

（
11
）
木
本
秀
樹
『
越
中
古
代
社
会
の
研
究
』（
高
志
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
七

八
頁
以
降
、
笹
川
尚
紀
「
越
中
守
大
伴
家
持
の
能
登
巡
行
を
め
ぐ
っ
て
」『
地
方

史
研
究
』
三
七
〇
、
二
〇
〇
六
年
、
鐘
江
宏
之
『
大
伴
家
持
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
五
年
、
森
田
喜
久
雄
『
能
登
・
加
賀
立
国
と
地
域
社
会
』（
同
成
社
、
二

〇
二
一
年
）
六
八
頁
以
降
、
等
参
照
。 

（
12
）
小
林
宣
彦
「
奈
良
時
代
の
神
位
の
性
格
」『
律
令
国
家
の
祭
祀
と
災
異
』

（
前
掲
）
所
収
、
初
出
二
〇
〇
二
年
。 

（
13
）
な
お
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料
延
喜
式
』
上
巻
（
集
英
社
、
二
〇
〇

〇
年
）
一
〇
一
二
頁
以
降
、
参
照
。 

（
14
）
森
田
喜
久
雄
『
能
登
・
加
賀
立
国
と
地
域
社
会
』（
前
掲
）
四
七
頁
以

降
、
参
照
。 

（
15
）『
中
院
家
本
延
喜
式
巻
十
』
燃
焼
社
、
一
九
九
九
年
。 

（
16
）
九
条
家
本
延
喜
式
等
に
よ
る
。
こ
の
注
記
が
妥
当
で
あ
る
の
は
射
水
郡
冒

頭
十
三
座
に
「
大
一
座
・
小
十
二
座
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、『
神
名
帳
頭
注
』
に
「
延
喜
八
年
八
月
十
六
日
乙
卯
、
越
中
気
多
大
神
を

以
て
官
幣
に
預
る
」
と
あ
る
の
も
参
考
と
な
る
（
小
倉
慈
司
『
古
代
律
令
国
家

と
神
祇
行
政
』（
前
掲
）
一
一
九
頁
）。 

（
17
）
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
証
編
第
二
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

八
二
年
、
二
一
四
頁
。 

（
18
）
三
尾
氏
に
関
し
て
は
、
米
沢
康
「
三
尾
君
氏
に
関
す
る
一
考
察
」「
北
陸

古
代
の
政
治
と
社
会
」（
法
政
大
学
出
版
、
一
九
八
九
年
）
所
収
、
初
出
一
九
七

八
年
、
大
橋
信
弥
「
三
尾
君
氏
を
め
ぐ
る
問
題
」『
日
本
古
代
の
王
権
と
氏
族
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
所
収
、
水
谷
千
秋
「
三
尾
氏
の
系
譜
と
伝

承
」『
継
体
天
皇
と
古
代
の
王
権
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
年
）
所
収
、
初
出

一
九
九
一
年
、
堀
大
介
「
越
の
豪
族
・
三
尾
氏
と
三
国
氏
」（『
古
代
豪
族
』
洋

泉
社
、
二
〇
一
五
年
）、
所
収
、
等
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
山
尾
幸
久
『
日
本
古
代

王
権
形
成
史
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
四
六
二
頁
の
見
解
に
従
う
。
継

体
天
皇
の
即
位
事
情
に
関
し
て
は
諸
論
が
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
篠
川
賢
『
継

体
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。
継
体
擁
立
基
盤
と
式
内
社
の

分
布
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
米
沢
康
「
式
内
社
分
布
の
歴
史
的
地
域
性
」『
信

濃
』
四
五―

二
、
一
九
九
三
年
、
参
照
。
ち
な
み
に
近
江
国
の
三
尾
神
の
神
階

に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
八
月
壬
寅
条
に
「
叙
近
江
国
高
島
郡
三

尾
神
従
五
位
下
」
と
あ
る
。 

（
19
）
藤
本
健
三
「
飛
騨
の
古
墳
時
代
」
森
浩
一
・
八
賀
晋
編
『
飛
騨
』（
大
巧

社
、
一
九
九
七
年
）
所
収
。 

（
20
）
原
田
敏
明
「
若
宮
祭
祀
」『
村
の
祭
祀
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
）
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所
収
。
ワ
カ
ミ
ヤ
に
つ
い
て
は
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
編
（
三
省
堂
、

一
九
六
七
年
）「
若
宮
」
の
項
に
、
新
宮
の
意
と
解
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
、
と
あ

る
。
な
お
、
堀
一
郎
「
若
宮
信
仰
」『
堀
一
郎
著
作
集
第
四
巻
』
所
収
、
未
来

社
、
一
九
八
一
年
、
初
出
一
九
五
二
年
、
あ
る
い
は
『
日
本
民
俗
大
事
典
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）「
若
宮
」
の
項
に
、「
神
の
子
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る

御
子
神
。
本
来
は
荒
々
し
い
祟
で
人
々
を
恐
れ
さ
せ
た
た
め
に
、
新
た
に
ま
つ

ら
れ
た
御
霊
神
を
意
味
す
る
」
と
あ
っ
て
、
祟
り
を
な
す
神
と
の
解
釈
も
あ

る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
神
代
上[

第
六
段]

本
文
に
「
仍
り
て
日
の
少
宮
に
留

ま
り
宅
む
」
と
あ
り
、「
少
宮
」
を
ワ
カ
ミ
ヤ
と
云
う
と
の
訓
注
が
あ
る
。 

（
21
）『
類
聚
三
代
格
』
所
収
。
飛
騨
工
に
関
し
て
は
、
弥
永
貞
三
「
飛
騨
工
」

『
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
所
収
、
初
出
一

九
七
一
年
、
早
川
万
年
「
飛
騨
匠
丁
と
古
代
の
飛
騨
国
」
飛
騨
木
工
連
合
会
編

『
新
・
飛
騨
の
匠
も
の
が
た
り
』
所
収
、
二
〇
〇
二
年
、
石
川
千
恵
子
「
賦
役

令
『
斐
陀
国
条
』
の
考
察
」『
律
令
制
国
家
と
古
代
宮
都
の
形
成
』（
勉
誠
出

版
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
参
照
。 

（
22
）
今
津
勝
紀
「
古
代
の
災
害
」
吉
村
武
彦
ほ
か
編
『
シ
リ
ー
ズ
地
域
の
古
代

日
本 

東
ア
ジ
ア
と
日
本
』
所
収
、
角
川
書
店
、
二
〇
二
二
年
、
保
立
道
久
『
歴

史
の
な
か
の
大
地
動
乱
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
一
一
一
頁
以
降
、
等
、

参
照
。 

（
23
）
生
田
滋
「
新
羅
の
海
賊
」
森
浩
一
ほ
か
『
海
と
列
島
文
化
２
日
本
海
と
出

雲
世
界
』
小
学
館
、
一
九
九
一
年
、
所
収
、
森
公
章
『
遣
唐
使
と
古
代
日
本
の

対
外
政
策
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
二
三
〇
頁
以
降
、
渡
邊
誠
「
海
商

と
古
代
国
家
」
鈴
木
靖
民
ほ
か
編
『
日
本
古
代
交
流
史
入
門
』（
勉
誠
出
版
、
二

〇
一
七
年
）
所
収
、
神
谷
正
昌
『
清
和
天
皇
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
、

一
三
三
頁
以
降
、
等
参
照
。 

（
24
）
良
房
に
つ
い
て
は
、
今
正
秀
『
藤
原
良
房
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二

年
、
吉
川
真
司
「
藤
原
良
房
・
基
経
」『
古
代
の
人
物
４
平
安
の
新
京
』
所
収
、

清
文
堂
、
二
〇
一
五
年
、
中
野
渡
俊
治
「
藤
原
良
房
と
基
経
」『
人
物
で
学
ぶ
日

本
古
代
史
』
３
平
安
時
代
編
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
、
参
照
。
地
方
か

ら
京
へ
の
移
貫
に
関
し
て
は
、
市
川
理
恵
「
京
貫
記
事
の
基
礎
的
考
察
」『
古
代

文
化
』
五
〇―

八
、
一
九
九
八
年
、
参
照
。
な
お
、
良
房
の
家
扶
で
あ
っ
た
日

奉
部
若
善
が
、
天
皇
を
迎
え
た
染
殿
花
亭
の
造
営
に
関
与
し
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
よ
う
。 

（
25
）
ま
た
式
外
神
「
四
天
王
」
が
飛
騨
国
に
登
場
し
て
い
る
の
も
、
同
じ
く
貞

観
九
年
五
月
二
十
六
日
に
、
新
羅
の
賊
心
を
調
伏
す
る
た
め
、
八
幅
の
四
天
王

像
五
鋪
、
各
一
鋪
を
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
等
国
に
下
し
た
と
あ

る
こ
と
（『
三
代
実
録
』）
と
の
関
連
が
推
測
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

（
26
）
岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
『
野
内
遺
跡
B
地
区
』（
第
二
分
冊
）
二

〇
〇
九
年
。 

（
27
）
右
同
書 

二
三
七
頁
。 

（
28
）
八
賀
晋
「「
飛
騨
国
伽
藍
」
に
つ
い
て
」『
美
濃
・
飛
騨
の
古
墳
と
そ
の
社

会
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
一
年
）
所
収
。 

（
29
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
神
仏
混
淆
の
問
題
も
含
め
て
、
本
郷
真
紹
「
古
代

北
陸
の
宗
教
文
化
と
中
央
」
小
林
昌
二
編
『
越
と
古
代
の
北
陸
』
名
著
出
版
、

一
九
九
六
年
、
所
収
、
参
照
。 

（
30
）
い
わ
ゆ
る
広
野
川
事
件
は
『
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
七
月
条
に

見
え
る
。
野
村
忠
夫
『
古
代
の
美
濃
』（
教
育
社
、
一
九
八
〇
年
）
二
三
〇
頁
以

降
、
赤
塚
次
郎
・
早
川
万
年
「
東
海
・
東
山
」
上
原
真
人
ほ
か
編
『
列
島
の
古
代

史
１
古
代
史
の
舞
台
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
、
参
照
。 

 


